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【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 平成27年１月28日提出

【発行者名】 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　數間　浩喜

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目２番16号

【事務連絡者氏名】 野上　英樹

【電話番号】 03-5290-3517

【届出の対象とした募集（売出）内国

投資信託受益証券に係るファンドの

名称】

ハッピーエイジング２０

ハッピーエイジング３０

ハッピーエイジング４０

ハッピーエイジング５０

ハッピーエイジング６０

（以上を総称して「ハッピーエイジング・ファンド」という

ことがあります。）

【届出の対象とした募集（売出）内国

投資信託受益証券の金額】
募集額　各2,000億円を上限とします。
 

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成26年10月14日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）につきまして

訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するものであります。

 

２【訂正の内容】

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

※下線部　　　　　は訂正内容を示します。
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第一部【証券情報】
　

（１２）【その他】

以下の記載内容に更新・訂正いたします。

 

＜更新・訂正後＞

①　申込証拠金

　ありません。

 

②　日本以外の地域における発行

　ありません。

 

③　振替受益権について

　各ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「（１１）振替機関に関する事項」に

記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

　ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「（１１）振替機関に関する事項」

に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

 

＜信託約款変更のお知らせ＞

各ファンドにつきまして、下記の通り、信託約款の変更を予定しております。

 

１．変更内容

■投資対象

 投資対象資産 投資対象とするマザーファンド等

変更前

国内株式
損保ジャパン日本株マザーファンド

損保ジャパン－ＤＩＡＭ日本株アクティブ・マザーファンド

国内債券 損保ジャパン日本債券マザーファンド

外国債券 損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マザーファンド

外国株式 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド

エマージング株式
エマージング株式又は
エマージング株式を主要投資対象とする証券投資信託

変更後

国内株式
ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド

ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド

国内債券 損保ジャパン日本債券マザーファンド

外国債券 損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マザーファンド

外国株式 損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド

エマージング株式
エマージング株式又は
エマージング株式を主要投資対象とする証券投資信託

■信託財産留保額

変更前 換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2％を乗じた額です。

変更後 ありません。

 

２．変更理由

今般、各ファンドのより一層の運用効率の改善を目指すため、国内株式への投資部分につい

て、投資対象が異なる２つのマザーファンドに変更することとしました。
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国内の大型株および小型株それぞれのカテゴリーにおける割安銘柄への投資を通じて、国内株

式ポートフォリオの分散効果及び収益の向上を従来以上に図ることが可能となり、弊社といたし

ましては、本変更が受益者の皆様の利益に資すると判断しました。

また、換金時の信託財産留保額の廃止理由につきましては、各ファンドの資金流出入の状況等

を考慮した結果、残存受益者の不利益になるものではないと判断したためです。

 

また、上記の変更が決定した場合には、以下についても変更を行います。

■投資制限

変更前
親投資信託を除く投資信託証券の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内

とします。

変更後
親投資信託および上場投資信託証券等を除く投資信託証券の実質投資割合は、信託財

産の純資産総額の５％以内とします。

 

３．手続き日程

・公告日　　　　　　　　　平成27年１月28日　　※日本経済新聞（朝刊）で公告します。

・異議申立期間　　　　　　平成27年１月28日～平成27年３月６日

・信託約款変更正式決定日　平成27年３月６日

・信託約款変更適用日　　　平成27年４月14日

 

各ファンドの信託約款の変更は、異議お申立ての受益者の受益権口数が、公告日現在の受益権

総口数の二分の一を超えないときに行います（異議お申立ての受益者の受益権口数が、公告日現

在の受益権総口数の二分の一を超えた場合は、信託約款の変更は行いません。）。

信託約款の変更決定につきましては、弊社ホームページにてご確認いただけます。

 

＜信託約款新旧対照表＞

 

追加型証券投資信託　ハッピーエイジング・ファンド

（ハッピーエイジング２０、３０、４０、５０、６０）

訂正後 訂正前

（各ファンド共通）

運用の基本方針

２．運用方針

（１）投資対象

「ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザー

ファンド」、「ＳＪＡＭスモールキャップ・マ

ザーファンド」、「損保ジャパン日本債券マザー

ファンド」、「損保ジャパン外国債券（為替ヘッ

ジなし）マザーファンド」、「損保ジャパン－Ｔ

ＣＷ外国株式マザーファンド」の受益証券および

エマージング株式又はエマージング株式を主要投

資対象とする証券投資信託を主要投資対象としま

す。このほか、内外の有価証券等に直接投資する

ことがあります。

（略）

（各ファンド共通）

運用の基本方針

２．運用方針

（１）投資対象

「損保ジャパン日本株マザーファンド」、「損保

ジャパン－ＤＩＡＭ日本株アクティブ・マザー

ファンド」、「損保ジャパン日本債券マザーファ

ンド」、「損保ジャパン外国債券（為替ヘッジな

し）マザーファンド」、「損保ジャパン－ＴＣＷ

外国株式マザーファンド」の受益証券およびエ

マージング株式又はエマージング株式を主要投資

対象とする証券投資信託を主要投資対象としま

す。このほか、内外の有価証券等に直接投資する

ことがあります。

（略）
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（３）運用制限

（略）

⑦投資信託証券（親投資信託受益証券および上場

投資信託証券（取引所に上場等され、かつ当該取

引所において常時売却可能（市場急変等により一

時的に流動性が低下している場合を除きます。)な

ものをいいます。以下同じ。）ならびに信託財産

に既に組入れていた株式等が転換等により投資信

託証券に該当することとなった投資信託証券を除

きます。）の実質投資割合は、信託財産の純資産

総額の５％以内とします。

（略）

（３）運用制限

（略）

⑦親投資信託を除く投資信託証券の実質投資割合

は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。

（略）

運用の指図範囲

第17条　（略）

１．ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザー

ファンド

運用の指図範囲

第17条　（略）

１．損保ジャパン日本株マザーファンド

２．ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド

（略）

２．損保ジャパン－ＤＩＡＭ日本株アクティブ・

マザーファンド

（略）

⑥　委託者は、信託財産に属する投資信託証券

（親投資信託受益証券および上場投資信託証券

（取引所に上場等され、かつ当該取引所において

常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性

が低下している場合を除きます。)なものをいいま

す。以下同じ。）ならびに信託財産に既に組入れ

ていた株式等が転換等により投資信託証券に該当

することとなった投資信託証券を除きます。）の

時価総額と親投資信託に属する当該投資信託証券

の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額

との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の５

を超えることとなる投資の指図をしません。

（略）

⑥　委託者は、信託財産に属する投資信託証券の

時価総額と親投資信託に属する当該投資信託証券

の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額

との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の５

を超えることとなる投資の指図をしません。

（略）
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信託報酬の額および支弁の方法

第43条　（略）

④　委託者の報酬には、第17条第１項第４号に規

定する「損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザー

ファンド」の運用の指図に関する権限を委託した

TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY（ティーシー

ダブリュー インベストメント マネジメント カン

パニー）への投資顧問報酬が含まれます。委託者

は、第１項に基づいて委託者が受け取るべき信託

報酬からその一部を控除して毎計算期間の６カ月

終了日および各計算期末から60日以内に支払うも

のとします。なお、その報酬額は当該計算期間を

通じて毎日、信託財産の純資産総額に0.1056％以

内の率を乗じて得た金額とします。

信託報酬の額および支弁の方法

第43条　（略）

④　委託者の報酬には、第17条第１項第２号に規

定する「損保ジャパン－ＤＩＡＭ日本株アクティ

ブ・マザーファンド」の運用の指図に関する権限

を委託したＤＩＡＭアセットマネジメント株式会

社および第４号に規定する「損保ジャパン－ＴＣ

Ｗ外国株式マザーファンド」の運用の指図に関す

る権限を委託したTCW INVESTMENT MANAGEMENT

COMPANY（ティーシーダブリュー インベストメン

ト マネジメント カンパニー）への投資顧問報酬

が含まれます。委託者は、第１項に基づいて委託

者が受け取るべき信託報酬からその一部を控除し

て毎計算期間の６カ月終了日および各計算期末か

ら60日以内に支払うものとします。なお、その報

酬額は当該計算期間を通じて毎日、信託財産の純

資産総額に、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式

会社に対しては年0.078％以内、TCW INVESTMENT

MANAGEMENT COMPANYに対しては0.1056％以内の率

を乗じて得た金額とします。

信託契約の一部解約

第49条　（略）

⑤　前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の

請求日の翌営業日の基準価額とします。

（略）

信託契約の一部解約

第49条　（略）

⑤　前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の

請求日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額

に0.2％の率を乗じて得た信託財産留保額を控除し

た価額とします。

（略）

 

第二部【ファンド情報】
　

第１【ファンドの状況】
　

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜ファンドの特色＞

以下の記載内容に更新・訂正いたします。

 

＜更新・訂正後＞
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＊平成27年４月14日以降は、特色１を以下のとおりに変更する予定です。詳しくは、第一部 証券情報

（１２）その他をご参照ください。
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（３）【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

①　ファンドの仕組み

　各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」

とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまとめて「ベビーファンド」

（「ハッピーエイジング・ファンド」）とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マ

ザーファンド」（「損保ジャパン日本株マザーファンド」、「損保ジャパン－ＤＩＡＭ日本株アク

ティブ・マザーファンド」、「損保ジャパン日本債券マザーファンド」、「損保ジャパン-ＴＣＷ

外国株式マザーファンド」、「損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マザーファンド」）に投

資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。当ファンドは

「ベビーファンド」にあたります。ただし、ベビーファンドから有価証券等に直接投資することも

あります。

 

 

（略）

 

EDINET提出書類

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

11/74



ファンドの関係法人図

 

 

②　ファンドの関係法人

（略）

(ⅳ)投資顧問会社：TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY〔略称：ＴＣＷ〕

 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社〔略称：ＤＩＡＭ〕

　ＴＣＷは、委託会社との投資一任契約に基づき、「損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファ

ンド」に関して、委託会社より、運用スタイル毎のアロケーションと北米株式の運用の指図に関

する権限の委託を受けて投資判断、発注等を行います。

　ＤＩＡＭは、委託会社との投資一任契約に基づき、「損保ジャパン－ＤＩＡＭ日本株アクティ

ブ・マザーファンド」に関して、委託会社より、日本株式の運用の指図に関する権限の委託を受

けて投資判断、発注等を行います。

 

③　委託会社等の概況

(ⅰ)資本金の額　　　　1,550百万円（平成26年８月末現在）

（略）

(ⅲ)大株主の状況（平成26年９月１日現在）

（略）

＜訂正後＞

①　ファンドの仕組み

　各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」

とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまとめて「ベビーファンド」と

し、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投資することにより、実

質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。当ファンドは「ベビーファンド」にあ

たります。ただし、ベビーファンドから有価証券等に直接投資することもあります。
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（略）

 

＊平成27年４月14日以降は、マザーファンドをそれぞれ以下のとおりに変更する予定です。詳しく

は、第一部 証券情報（１２）その他をご参照ください。

　＊１ ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド

　＊２ ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド
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ファンドの関係法人図
＊
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＊平成27年４月14日以降は、「ファンドの関係法人図」を以下のとおりに変更する予定です。詳しく

は、第一部 証券情報（１２）その他をご参照ください。

ファンドの関係法人図

 

 

②　ファンドの関係法人

（略）

(ⅳ)投資顧問会社
＊
：TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY〔略称：ＴＣＷ〕

 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社〔略称：ＤＩＡＭ〕

　ＴＣＷは、委託会社との投資一任契約に基づき、「損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファ

ンド」に関して、委託会社より、運用スタイル毎のアロケーションと北米株式の運用の指図に関

する権限の委託を受けて投資判断、発注等を行います。

　ＤＩＡＭは、委託会社との投資一任契約に基づき、「損保ジャパン－ＤＩＡＭ日本株アクティ

ブ・マザーファンド」に関して、委託会社より、日本株式の運用の指図に関する権限の委託を受

けて投資判断、発注等を行います。

 

＊平成27年４月14日以降は、「(ⅳ)投資顧問会社」を以下のとおりに変更する予定です。詳しくは、

第一部 証券情報（１２）その他をご参照ください。

(ⅳ)投資顧問会社：TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY〔略称：ＴＣＷ〕

　ＴＣＷは、委託会社との投資一任契約に基づき、「損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファ

ンド」に関して、委託会社より、運用スタイル毎のアロケーションと北米株式の運用の指図に関

する権限の委託を受けて投資判断、発注等を行います。

 

③　委託会社等の概況

(ⅰ)資本金の額　　　　1,550百万円（平成26年11月末現在）

（略）

(ⅲ)大株主の状況（平成26年11月末現在）
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（略）

 

２【投資方針】

（１）【投資方針】

＜訂正前＞

（略）

ｂ．運用方針

①　投資対象

「損保ジャパン日本株マザーファンド」、「損保ジャパン－ＤＩＡＭ日本株アクティブ・マザー

ファンド」、「損保ジャパン日本債券マザーファンド」、「損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザー

ファンド」、「損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マザーファンド」の受益証券およびエ

マージング株式又はエマージング株式を主要投資対象とする証券投資信託を主要投資対象としま

す。このほか、内外の有価証券等に直接投資することがあります。

 

②　投資態度

（略）

(ⅲ)　資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

 

(ⅳ)　国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるも

のをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げる

ものをいいます。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ

るものをいいます。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及

び金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引（以下

「有価証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。

 

(ⅴ)　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利また

は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」と

いいます。）を行うことができます。

 

(ⅵ)　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行

うことができます。

＜訂正後＞

（略）

ｂ．運用方針

①　投資対象

「損保ジャパン日本株マザーファンド
＊１

」、「損保ジャパン－ＤＩＡＭ日本株アクティブ・マ

ザーファンド
＊２

」、「損保ジャパン日本債券マザーファンド」、「損保ジャパン－ＴＣＷ外国株

式マザーファンド」、「損保ジャパン外国債券（為替ヘッジなし）マザーファンド」の受益証券お

よびエマージング株式又はエマージング株式を主要投資対象とする証券投資信託を主要投資対象と

します。このほか、内外の有価証券等に直接投資することがあります。

 

②　投資態度

（略）

(ⅲ)　資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

 

＊平成27年４月14日以降は、マザーファンドをそれぞれ以下のとおりに変更する予定です。詳しく

は、第一部 証券情報（１２）その他をご参照ください。
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　＊１ ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド

　＊２ ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド

 

（２）【投資対象】

＜訂正前＞

（略）

②　委託会社は、信託金を、主として後記１．から５．までの損保ジャパン日本興亜アセットマネジ

メント株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託

（以下それぞれ「親投資信託」といいます。）の受益証券および後記６．から25．までの有価証券

（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま

す。）に投資することを指図します。

１．損保ジャパン日本株マザーファンド

２．損保ジャパン－ＤＩＡＭ日本株アクティブ・マザーファンド

（略）

＜訂正後＞

（略）

②　委託会社は、信託金を、主として後記１．から５．までの損保ジャパン日本興亜アセットマネジ

メント株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託

（以下それぞれ「親投資信託」といいます。）の受益証券および後記６．から25．までの有価証券

（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま

す。）に投資することを指図します。

１．損保ジャパン日本株マザーファンド
＊１

２．損保ジャパン－ＤＩＡＭ日本株アクティブ・マザーファンド
＊２

（略）

＊平成27年４月14日以降は、マザーファンドをそれぞれ以下のとおりに変更する予定です。詳しく

は、第一部 証券情報（１２）その他をご参照ください。

　＊１ ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド

　＊２ ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド

 

（３）【運用体制】

＜訂正前＞

ａ．委託会社の運用体制と社内規程

（略）

※平成26年８月末現在のものであり、今後変更されることもあります。

 

ｂ．運用委託先の運用体制等

（略）

②損保ジャパン－ＤＩＡＭ日本株アクティブ・マザーファンドの運用委託先であるＤＩＡＭでは、

以下のような体制により運用を行っております。

（略）

※　上記体制は、平成26年７月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。
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＜訂正後＞

ａ．委託会社の運用体制と社内規程

（略）

※平成26年11月末現在のものであり、今後変更されることもあります。

 

ｂ．運用委託先の運用体制等
＊

（略）

②損保ジャパン－ＤＩＡＭ日本株アクティブ・マザーファンドの運用委託先であるＤＩＡＭでは、

以下のような体制により運用を行っております。

（略）

※　上記体制は、平成26年10月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

 

＊平成27年４月14日以降は、「ｂ．運用委託先の運用体制等」を以下のとおりに変更する予定で

す。詳しくは、第一部 証券情報（１２）その他をご参照ください。

損保ジャパン-ＴＣＷ外国株式マザーファンドの運用委託先であるＴＣＷでは、主に資産配分を担

当するコンプリヘンシブ・アセットアロケーション委員会ならびに各プロダクト毎に編成された

チームが連携して運用を行っております。また、コンプライアンス部門によるチェック体制も保持

しています。

 

（本組織図は、平成26年７月末現在のものであり、今後変更されることもあります。）

 

（５）【投資制限】

＜訂正前＞

（略）

④　投資信託証券への投資制限

　委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託に属する当該投資信託証

券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分

の５を超えることとなる投資の指図をしません。

（略）

⑦　先物取引等の運用指図

（略）

(ⅱ)　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先

物取引及びオプション取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション

取引を行うことの指図をすることができます。

(ⅲ)　委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先

物取引及びオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこ

との指図をすることができます。
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⑧　スワップ取引の運用指図

(ⅰ)　委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった

受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下、「ス

ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

（略）

⑨　金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図

(ⅰ)　委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先

渡取引を行うことの指図をすることができます。

（略）

⑱　資金の借入れ

（略）

⑲　受託会社による資金の立替え

（略）

（参考）「損保ジャパン日本株マザーファンド」の運用の基本方針

（略）

(2)　投資態度

（略）

④　有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価

証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数

等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）、有価証券オプ

ション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）、通貨にかかる先

物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引なら

びに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引（以下、「有価証券先物取引等」といいま

す。）を行うことができます。

⑤　信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた

め、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交

換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。

⑥　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと

ができます。

⑦　信託財産の効率的な運用を図るため、信託財産に属する有価証券の貸付を行うことができます。

⑧　信用取引の指図は、信託財産が保有する当該銘柄の株式数、転換社債にかかる転換可能株式数、

新株引受権付社債および新株引受権証券の引受権または新株予約権証券および新株予約権付社債券

の新株予約権の行使可能株式数での売付（現渡しまたは買戻しによる決済も可能とします。）に限

り行うことができます。

（略）

（参考）「損保ジャパン－ＤＩＡＭ日本株アクティブ・マザーファンド」の運用の基本方針

（略）

(2)　投資態度

（略）

⑥　国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを

いいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをい

います。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいい

ます。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプ

ション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」

といいます。）を行うことができます。
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⑦　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異

なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下、「スワップ」取引といいま

す。）を行うことができます。

⑧　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと

ができます。

⑨　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付を行うこ

とができます。

（略）

（参考）「損保ジャパン日本債券マザーファンド」の運用の基本方針

（略）

(2)　投資態度

（略）

⑤　資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

⑥　国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを

いいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをい

います。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいい

ます。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプ

ション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」

といいます。）を行うことができます。

⑦　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異

なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下、「スワップ取引」といいま

す。）を行うことができます。

⑧　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこ

とができます。

（略）

（参考）「損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド」の運用の基本方針

（略）

(2)　投資態度

（略）

⑥　資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

⑦　有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価

証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数

等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）、有価証券オプ

ション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）、通貨にかかる先

物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引なら

びに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）

を行うことができます。

⑧　信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた

め、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交

換する取引（以下、「スワップ取引」といいます。）を行うことができます。

⑨　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと

ができます。

（略）

（参考）「損保ジャパン外国債券（ヘッジなし）マザーファンド」の運用の基本方針

（略）

(2)　投資態度

（略）
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④　資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

⑤　国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを

いいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをい

います。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいい

ます。）、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利に

かかるオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引（以下「有価証券先

物取引等」といいます。）を行うことができます。

⑥　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異

なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま

す。）を行うことができます。

⑦　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこ

とができます。

（略）

＜訂正後＞

（略）

④　投資信託証券への投資制限

　委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託に属する当該投資信託

証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100

分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
＊

 

＊ 平成27年４月14日以降は、以下のとおりに変更する予定です。詳しくは、第一部 証券情報

（１２）その他をご参照ください。

　委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（親投資信託受益証券および上場投資信託証券

（取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動

性が低下している場合を除きます。)なものをいいます。以下同じ。）ならびに信託財産に既に組

入れていた株式等が転換等により投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きま

す。）の時価総額と親投資信託に属する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属すると

みなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をし

ません。

（略）

⑦　先物取引等の運用指図

（略）

(ⅱ)　委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引ならびに外国

の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができ

ます。

(ⅲ)　委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引ならびに外国

の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

 

⑧　スワップ取引の運用指図

(ⅰ)　委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の

条件のもとに交換する取引（以下、「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする

ことができます。

（略）

⑨　金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図

(ⅰ)　委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。

（略）

⑱デリバティブ取引等に係る投資制限
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委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な

方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

 

⑲　資金の借入れ

（略）

⑳　受託会社による資金の立替え

（略）

（参考）「損保ジャパン日本株マザーファンド」の運用の基本方針
＊１

（略）

(2)　投資態度

（略）

④　信託財産の効率的な運用を図るため、信託財産に属する有価証券の貸付を行うことができます。

⑤　信用取引の指図は、信託財産が保有する当該銘柄の株式数、転換社債にかかる転換可能株式数、

新株引受権付社債および新株引受権証券の引受権または新株予約権証券および新株予約権付社債券

の新株予約権の行使可能株式数での売付（現渡しまたは買戻しによる決済も可能とします。）に限

り行うことができます。

（略）

（参考）「損保ジャパン－ＤＩＡＭ日本株アクティブ・マザーファンド」の運用の基本方針
＊２

（略）

(2)　投資態度

（略）

⑥　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付を行うこ

とができます。

（略）

（参考）「損保ジャパン日本債券マザーファンド」の運用の基本方針

（略）

(2)　投資態度

（略）

⑤　資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

（略）

（参考）「損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド」の運用の基本方針

（略）

(2)　投資態度

（略）

⑥　資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

（略）

（参考）「損保ジャパン外国債券（ヘッジなし）マザーファンド」の運用の基本方針

（略）

(2)　投資態度

（略）

④　資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。

（略）

＊ 平成27年４月14日以降は、国内株式を投資対象とするマザーファンドを変更する予定です。各マ

ザーファンドの運用の基本方針は以下のとおりです。詳しくは、第一部 証券情報（１２）その他

をご参照ください。

＊１　　　（参考）「ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド」の運用の基本方針
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１．基本方針

　この投資信託は、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。

２．運用方針

(1)　投資対象

　わが国の株式を主要投資対象といたします。

(2)　投資態度

①　原則としてRussell/Nomura Large Cap Value インデックス採用銘柄でかつ、当社の日本株式ユ

ニバース構成銘柄より投資銘柄を選定します。

②　独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資

することを基本にリスク管理を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、「Russell/Nomura Large

Cap Value インデックス（配当を含むトータルリターンインデックス）」を中長期的に上回る運用

成果を目指します。

③　転換社債、ならびに新株予約権付社債や新株引受権証券および新株予約権証券（外貨建てを含み

ます。）等に投資する場合があります。

④　株式（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株

式を含む。）の組入比率は原則として信託財産総額の50％超（高位に維持）を基本とします。な

お、株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財

産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。）へ

の投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。ただし、資金動向、市況動向、残存信託

期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。

(3)　投資制限

①　株式への投資割合には制限を設けません。

②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内としま

す。

③　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。

④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％

以内とします

⑤　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産

総額の10％以内とします。

⑥　外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内とします。

⑦　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。

⑧　有価証券先物取引等は、信託約款第21条の範囲で行います。

⑨　スワップ取引は、信託約款第22条の範囲で行います。

⑩　金利先渡取引及び為替先渡取引は、信託約款第23条の範囲で行います。

 

＊２　　　　　（参考）「ＳＪＡＭスモールキャップ・マザーファンド」の運用の基本方針

１．基本方針

　この投資信託は、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。

２．運用方針

(1)　投資対象

　わが国の株式を主要投資対象といたします。

(2)　投資態度

①　原則として、Russell/Nomura Small Cap インデックス採用銘柄でかつ、当社の日本株式ユニ

バース構成銘柄より投資銘柄を選定します。

②　独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資

することを基本にリスクを軽減しつつ、「Russell/Nomura Small Cap インデックス（配当を含む

トータルリターンインデックス）」を中長期的に上回る運用成果を目指します。

③　株式（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株

式を含む。）の組入比率は原則として信託財産総額の50％超（高位に維持）を基本とします。な

お、株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財
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産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。）へ

の投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。

④　投資環境によっては、防衛的な観点から運用者の判断で、主要投資対象への投資を大幅に縮小す

る場合があります。

⑤　資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があ

ります。

(3)　投資制限

①　株式への投資割合には制限を設けません。

②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内としま

す。

③　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。

④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％

以内とします

⑤　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産

総額の10％以内とします。

⑥　外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内とします。

⑦　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。

⑧　有価証券先物取引等は、信託約款第21条の範囲で行います。

⑨　スワップ取引は、信託約款第22条の範囲で行います。

⑩　金利先渡取引及び為替先渡取引は、信託約款第23条の範囲で行います。
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３【投資リスク】

＜訂正前＞

（略）

＜リスクの管理体制＞

ａ．委託会社のリスク管理体制

（注）上図は、平成26年８月末現在のものであり、今後変更されることもあります。

 

ｂ．運用委託先のリスク管理体制等

（略）

②損保ジャパン－ＤＩＡＭ日本株アクティブ・マザーファンドの運用委託先であるＤＩＡＭにおいて

は、以下のような体制のもとで、リスク管理が行われています。

（略）

※　上記のリスク管理体制は、平成26年７月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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＜訂正後＞

（略）

＜リスクの管理体制＞

ａ．委託会社のリスク管理体制

（注）上図は、平成26年11月末現在のものであり、今後変更されることもあります。

 

ｂ．運用委託先のリスク管理体制等
＊

（略）

②損保ジャパン－ＤＩＡＭ日本株アクティブ・マザーファンドの運用委託先であるＤＩＡＭにおいて

は、以下のような体制のもとで、リスク管理が行われています。

（略）

※　上記のリスク管理体制は、平成26年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

＊平成27年４月14日以降は、「ｂ．運用委託先のリスク管理体制等」を以下のとおりに変更する予定で

す。詳しくは、第一部 証券情報（１２）その他をご参照ください。

損保ジャパン-ＴＣＷ外国株式マザーファンドの運用委託先であるＴＣＷにおいては、投資制限の

遵守状況について、独立の組織であるコンプライアンス部門のチェックを常に受けております。ま

た、ＴＣＷが行った取引については、ＴＣＷ社内のトレーディング委員会においてレビューが行わ

れます。
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４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

＜訂正前＞

＜申込み時に受益者が負担する費用・税金＞

時期 項目 費用・税金

申込み時
申込手数料及び

消費税等相当額

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額

に、2.16％（税抜 2.0％）を上限として販売会社が定め

た申込手数料率を乗じて得た額です。

※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお

問い合わせください。

（略）

＜訂正後＞

＜申込み時に受益者が負担する費用・税金＞

時期 項目 費用・税金

申込み時

申込手数料

及び

消費税等相

当額

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準

価額に、2.16％（税抜 2.0％）を上限として販売

会社が定めた申込手数料率を乗じて得た額です。

※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社

までお問い合わせください。

販売会社によるファ

ンドの商品説明・投

資環境の説明・事務

処理等の対価

（略）

 

（２）【換金（解約）手数料】

＜訂正前＞

　換金（解約）手数料はかかりません。ただし、ご換金時には信託財産留保額をご負担いただきま

す。

（略）

＜訂正後＞

　換金（解約）手数料はかかりません。ただし、ご換金時には信託財産留保額をご負担いただきま

す。
＊

（略）

＊平成27年４月14日以降は、以下のとおりに変更する予定です。詳しくは、第一部 証券情報（１２）

その他をご参照ください。

　換金（解約）手数料はかかりません。信託財産留保額はありません。

 

（３）【信託報酬等】
＜訂正前＞

①　委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年

率1.0152％(税抜0.940％)～1.7496(税抜1.620％)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との

間の配分は以下のとおりです。（下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受しま

す。）

 

    (年率)

ファンド名 合計 純資産総額

内訳

委託会社

(税抜)

販売会社

(税抜)

受託会社

(税抜)
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ハッピー

エイジング

20

1.7496％

(税抜1.620％)

10億円までの部分 0.730％ 0.810％

0.080％

10億円超20億円ま

での部分
0.696％ 0.844％

20億円超30億円ま

での部分
0.677％ 0.863％

30億円超50億円ま

での部分
0.663％ 0.877％

50億円超150億円

までの部分
0.638％ 0.902％

150億円超300億円

までの部分
0.616％ 0.924％

300億円超の部分 0.598％ 0.942％

ハッピー

エイジング

30

1.566％

(税抜1.450％)

10億円までの部分 0.650％ 0.720％

0.080％

10億円超20億円まで

の部分
0.629％ 0.741％

20億円超30億円まで

の部分
0.612％ 0.758％

30億円超50億円まで

の部分
0.599％ 0.771％

50億円超150億円ま

での部分
0.577％ 0.793％

150億円超300億円ま

での部分
0.558％ 0.812％

300億円超の部分 0.543％ 0.827％

ハッピー

エイジング

40

1.3824％

(税抜1.280％)

10億円までの部分 0.580％ 0.630％

0.070％

10億円超20億円まで

の部分
0.562％ 0.648％

20億円超30億円まで

の部分
0.547％ 0.663％

30億円超50億円まで

の部分
0.535％ 0.675％

50億円超150億円ま

での部分
0.517％ 0.693％

150億円超300億円ま

での部分
0.500％ 0.710％

300億円超の部分 0.488％ 0.722％

ハッピー

エイジング

50

1.1988％

(税抜1.110％)

10億円までの部分 0.510％ 0.540％

0.060％

10億円超20億円まで

の部分
0.495％ 0.555％

20億円超30億円まで

の部分
0.482％ 0.568％

30億円超50億円まで

の部分
0.471％ 0.579％

50億円超150億円ま

での部分
0.456％ 0.594％

150億円超300億円ま

での部分
0.442％ 0.608％

300億円超の部分 0.433％ 0.617％
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ハッピー

エイジング

60

1.0152％

(税抜0.940％)

10億円までの部分 0.440％ 0.450％

0.050％

10億円超20億円まで

の部分
0.428％ 0.462％

20億円超30億円まで

の部分
0.417％ 0.473％

30億円超50億円まで

の部分
0.407％ 0.483％

50億円超150億円ま

での部分
0.395％ 0.495％

150億円超300億円ま

での部分
0.384％ 0.506％

300億円超の部分 0.378％ 0.512％

（略）

⑤　委託会社の報酬には、各マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託したＤＩＡＭ及びＴＣ

Ｗへの投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の額は、各ファンドの純資産総額に当該計算期間

を通じて毎日、ＤＩＡＭに対しては年0.08424％（税抜0.078％）以内、ＴＣＷに対しては年

0.1056％以内の率を乗じて得た金額とします。

 

⑥　組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買

委託手数料に対する消費税等相当額及び先物取引・オプション取引等及びコール取引等に要する費

用及び外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券

取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料や有価証券取引税等証券取

引に伴う手数料や税金は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。

＜訂正後＞

①　委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年

率1.0152％(税抜0.940％)～1.7496(税抜1.620％)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との

間の配分は以下のとおりです。（下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受しま

す。）

・運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

    (年率)

ファンド名 合計 純資産総額

内訳

委託会社

(税抜)

販売会社

(税抜)

受託会社

(税抜)

ファンドの

運用の対価

購入後の情報提

供、運用報告書

等各種書類の送

付、口座内での

ファンドの管理

等の対価

運用財産の管

理、委託会社か

らの指図の実行

等の対価

ハッピー

エイジング

20

1.7496％

(税抜1.620％)

10億円までの部分 0.730％ 0.810％

0.080％

10億円超20億円ま

での部分
0.696％ 0.844％

20億円超30億円ま

での部分
0.677％ 0.863％

30億円超50億円ま

での部分
0.663％ 0.877％

50億円超150億円

までの部分
0.638％ 0.902％

150億円超300億円

までの部分
0.616％ 0.924％

300億円超の部分 0.598％ 0.942％
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ハッピー

エイジング

30

1.566％

(税抜1.450％)

10億円までの部分 0.650％ 0.720％

0.080％

10億円超20億円ま

での部分
0.629％ 0.741％

20億円超30億円ま

での部分
0.612％ 0.758％

30億円超50億円ま

での部分
0.599％ 0.771％

50億円超150億円

までの部分
0.577％ 0.793％

150億円超300億円

までの部分
0.558％ 0.812％

300億円超の部分 0.543％ 0.827％

ハッピー

エイジング

40

1.3824％

(税抜1.280％)

10億円までの部分 0.580％ 0.630％

0.070％

10億円超20億円ま

での部分
0.562％ 0.648％

20億円超30億円ま

での部分
0.547％ 0.663％

30億円超50億円ま

での部分
0.535％ 0.675％

50億円超150億円

までの部分
0.517％ 0.693％

150億円超300億円

までの部分
0.500％ 0.710％

300億円超の部分 0.488％ 0.722％

ハッピー

エイジング

50

1.1988％

(税抜1.110％)

10億円までの部分 0.510％ 0.540％

0.060％

10億円超20億円ま

での部分
0.495％ 0.555％

20億円超30億円ま

での部分
0.482％ 0.568％

30億円超50億円ま

での部分
0.471％ 0.579％

50億円超150億円

までの部分
0.456％ 0.594％

150億円超300億円

までの部分
0.442％ 0.608％

300億円超の部分 0.433％ 0.617％

ハッピー

エイジング

60

1.0152％

(税抜0.940％)

10億円までの部分 0.440％ 0.450％

0.050％

10億円超20億円ま

での部分
0.428％ 0.462％

20億円超30億円ま

での部分
0.417％ 0.473％

30億円超50億円ま

での部分
0.407％ 0.483％

50億円超150億円

までの部分
0.395％ 0.495％

150億円超300億円

までの部分
0.384％ 0.506％

300億円超の部分 0.378％ 0.512％

（略）

⑤　委託会社の報酬には、各マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託したＤＩＡＭ及びＴＣ

Ｗへの投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の額は、各ファンドの純資産総額に当該計算期間

を通じて毎日、ＤＩＡＭに対しては年0.08424％（税抜0.078％）以内、ＴＣＷに対しては年

0.1056％以内の率を乗じて得た金額とします。〔ファンドの運用の対価〕
＊
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＊平成27年４月14日以降は、以下のとおりに変更する予定です。詳しくは、第一部 証券情報（１２）

その他をご参照ください。

　　委託会社の報酬には、各マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託したＴＣＷへの投資顧

問報酬が含まれます。投資顧問報酬の額は、各ファンドの純資産総額に当該計算期間を通じて毎

日、年0.1056％以内の率を乗じて得た金額とします。〔ファンドの運用の対価〕

 

⑥　組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買

委託手数料に対する消費税等相当額及び先物取引・オプション取引等及びコール取引等に要する費

用及び外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券

取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料や有価証券取引税等証券取

引に伴う手数料や税金は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。

売買委託手数料 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

保管費用 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用

 

（４）【その他の手数料等】

＜訂正前＞

（略）

②　委託会社は、前記①に定める信託事務の処理に要する諸費用のうち監査費用の支払いを信託財産

のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、信託財産にかか

る監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、実際の費用額（年間27万円

（税抜25万円））を上限として、純資産総額に定率（年0.004752％（税抜0.0044％））を乗じて

日々計算し、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産か

らその支弁を受けることとします。なお、監査費用の上限金額については、変動する可能性があり

ます。

＜訂正後＞

（略）

②　委託会社は、前記①に定める信託事務の処理に要する諸費用のうち監査費用の支払いを信託財産

のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、信託財産にかか

る監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、実際の費用額（年間27万円

（税抜25万円））を上限として、純資産総額に定率（年0.004752％（税抜0.0044％））を乗じて

日々計算し、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産か

らその支弁を受けることとします。なお、監査費用の上限金額については、変動する可能性があり

ます。

監査費用 監査法人に支払うファンド監査にかかる費用

 

（５）【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

（略）

※上記は平成26年８月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場

合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めしま

す。

＜訂正後＞

（略）
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※上記は平成26年11月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場

合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めしま

す。

 

第２【管理及び運営】

２【換金（解約）手続等】

＜訂正前＞

（略）

(３)　一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.2％の率を乗じ

て得た額を信託財産留保額
※
として控除した解約価額とします。解約代金は原則として解約請求受付

日から起算して５営業日目から販売会社の営業所等で支払われます。解約に係る手数料はありませ

ん。

※信託財産留保額は、換金する受益者が負担するものであり、基準価額から差引かれた信託財産留

保額は、信託財産に組入れられます。

 

　ご換金時には税金が課せられます。詳しくは有価証券届出書「第二部ファンド情報　第１ファンド

の状況　４手数料等及び税金（５）課税上の取扱い」をご参照ください。

（略）

＜訂正後＞

（略）

(３)　一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.2％の率を乗じ

て得た額を信託財産留保額
※
として控除した解約価額とします。解約代金は原則として解約請求受付

日から起算して５営業日目から販売会社の営業所等で支払われます。解約に係る手数料はありませ

ん。

※信託財産留保額は、換金する受益者が負担するものであり、基準価額から差引かれた信託財産留

保額は、信託財産に組入れられます。

 

＊平成27年４月14日以降は、以下のとおりに変更する予定です。詳しくは、第一部 証券情報（１２）

その他をご参照ください。

　 　一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。解約代金は原則として解約

請求受付日から起算して５営業日目から販売会社の営業所等で支払われます。解約に係る手数料は

ありません。

 

　ご換金時には税金が課せられます。詳しくは有価証券届出書「第二部ファンド情報　第１ファンド

の状況　４手数料等及び税金（５）課税上の取扱い」をご参照ください。

（略）

 

３【資産管理等の概要】

（５）【その他】

＜訂正前＞

（略）

⑦　運用に係る報告等開示方法

　委託会社は、金融商品取引法の規定に基づき計算期間終了毎に有価証券報告書を、計算期間開始

６ヵ月経過毎に半期報告書を作成します。また、委託会社は「投資信託及び投資法人に関する法

律」の規定に基づき各計算期間の末日毎及び償還時に運用報告書を作成し、かつ知られたる受益者

に交付します。

※平成26年12月１日以降は交付運用報告書を作成し、かつ知られたる受益者に交付する予定です。
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（略）

＜訂正後＞

（略）

⑦　運用報告書に記載すべき事項の提供

(ⅰ) 委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第１項に定める運用報告書の交付に代

えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。

(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合

には、これを交付します。

（略）

 

第三部【委託会社等の情報】
　

第１【委託会社等の概況】
　

１【委託会社等の概況】

＜訂正前＞

（１）資本金の額（平成26年８月末現在）

（略）

（２）会社の機構（平成26年８月末現在）

（略）

＜訂正後＞

（１）資本金の額（平成26年11月末現在）

（略）

（２）会社の機構（平成26年11月末現在）

（略）

 

２【事業の内容及び営業の概況】

＜訂正前＞

（略）

　委託会社の運用する投資信託（親投資信託を除きます。）は平成26年８月末現在、計106本（追

加型株式投資信託94本、単位型株式投資信託12本）であり、その純資産総額の合計は732,090百万

円です。

＜訂正後＞

（略）

　委託会社の運用する投資信託（親投資信託を除きます。）は平成26年11月末現在、計109本（追

加型株式投資信託97本、単位型株式投資信託12本）であり、その純資産総額の合計は829,745百万

円です。
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３【委託会社等の経理状況】

以下の記載内容に更新・訂正いたします。

 

＜更新・訂正後＞

 

１.委託会社である損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」とい

う。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和３８年大蔵

省令第５９号。以下「財務諸表等規則」という。）、ならびに、同規則第２条の規定に基づき、

「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成１９年内閣府令第５２号）により作成しておりま

す。

 

　また、委託会社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和５２年大蔵省令第３８号）、ならびに、同規則第３８条第１項及び第５７条第１項の規定

に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成１９年内閣府令第５２号）により作成

しております。

 

２.委託会社は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、事業年度（平成２５年４

月１日から平成２６年３月３１日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監

査を受けております。

 

　また、委託会社は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、第３０期中間会計

期間（自　平成２６年４月１日　至　平成２６年９月３０日）の中間財務諸表について新日本有

限責任監査法人により中間監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】

  
前事業年度

（平成25年３月31日）
当事業年度

（平成26年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

１　現金・預金   2,104,567  3,179,267

２　前払費用   70,097  133,019

３　未収委託者報酬   545,598  569,687

４　未収運用受託報酬   246,403  252,128

５　未収収益   45  73

６　繰延税金資産   97,142  57,628

７　その他   4,535  323

流動資産合計   3,068,389  4,192,127

Ⅱ　固定資産      

１　有形固定資産      

(1）建物 ＊１  56,460  47,031

(2）器具備品 ＊１  14,422  10,600

有形固定資産合計   70,882  57,631

２　無形固定資産      

(1）電話加入権   4,535  4,535

無形固定資産合計   4,535  4,535

３　投資その他の資産      

(1）投資有価証券   39,786  64,604

(2）関係会社株式   41,085  41,085

(3）長期差入保証金   193,917  193,917

(4）繰延税金資産   22,609  110,616

(5）その他   29  29

投資その他の資産合計   297,428  410,253

固定資産合計   372,847  472,419

資産合計   3,441,236  4,664,547
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前事業年度

（平成25年３月31日）
当事業年度

（平成26年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

１　預り金   13,613  5,256

２　未払金      

(1）未払手数料  257,132  264,886  

(2）その他未払金  85,958 343,090 103,918 368,804

３　未払費用   205,473  301,051

４　未払消費税等   37,990  47,871

５　未払法人税等   53,878  260,111

６　前受収益   －  67,612

７　賞与引当金   45,837  47,208

８　役員賞与引当金   10,800  8,400

流動負債合計   710,684  1,106,316

Ⅱ　固定負債      

１　退職給付引当金   49,692  59,903

２　資産除去債務   7,492  7,625

固定負債合計   57,184  67,528

負債合計   767,869  1,173,844

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１　資本金   1,550,000  1,550,000

２　資本剰余金      

(1）資本準備金   413,280  413,280

資本剰余金合計   413,280  413,280

３　利益剰余金      

(1）その他利益剰余金      

繰越利益剰余金   701,589  1,515,658

利益剰余金合計   701,589  1,515,658

株主資本合計   2,664,870  3,478,938

Ⅱ　評価・換算差額等      

１　その他有価証券評価差額
金

  8,496  11,764

評価・換算差額等合計   8,496  11,764

純資産合計   2,673,366  3,490,702

負債・純資産合計   3,441,236  4,664,547
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（２）【損益計算書】

  
前事業年度

（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

当事業年度
（自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業収益      

１　委託者報酬  2,973,305  4,255,278  

２　運用受託報酬  2,136,259 5,109,564 2,330,904 6,586,183

Ⅱ　営業費用      

１　支払手数料  1,413,637  2,108,094  

２　広告宣伝費  11,137  6,708  

３　公告費  200  1,780  

４　調査費  1,206,182  1,432,804  

(1）調査費  553,301  569,905  

(2）委託調査費  650,602  860,367  

(3）図書費  2,278  2,532  

５　営業雑経費  143,886  149,262  

(1）通信費  17,371  18,408  

(2）印刷費  115,900  120,430  

(3）諸会費  10,614 2,775,044 10,423 3,698,650

Ⅲ　一般管理費      

１　給料  1,254,518  1,201,183  

(1）役員報酬  47,888  39,975  

(2）給料・手当  1,120,265  1,063,436  

(3）賞与  86,364  97,771  

２　福利厚生費  92,228  96,749  

３　交際費  5,315  8,762  

４　寄付金  100  200  

５　旅費交通費  34,133  33,717  

６　法人事業税  11,992  14,646  

７　租税公課  6,373  7,341  

８　不動産賃借料  236,560  238,291  

９　退職給付費用  34,499  33,185  

10　賞与引当金繰入  45,837  47,208  
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前事業年度

（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

当事業年度
（自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

11　役員賞与引当金繰入  10,800  8,400  

12　固定資産減価償却費  23,523  15,279  

13　諸経費  133,243 1,889,126 146,303 1,851,270

営業利益   445,394  1,036,262

Ⅳ　営業外収益      

１　受取配当金  130  951  

２　受取利息  235  367  

３　有価証券売却益  503  －  

４　為替差益  1,637  1,098  

５　雑益  1,682 4,188 1,893 4,310

Ⅴ　営業外費用      

１　有価証券売却損  －  1  

２　雑損  109 109 2,709 2,711

経常利益   449,473  1,037,861

Ⅵ　特別損失      

１　固定資産除却損 ＊１ － － 325 325

税引前当期純利益   449,473  1,037,536

法人税、住民税及び事業
税

  47,159  273,769

法人税等調整額   △124,457  △50,302

当期純利益   526,770  814,068
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（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

 （単位：千円）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

当期首残高 1,550,000 413,280 413,280 174,819 174,819 2,138,099

当期変動額       

当期純利益    526,770 526,770 526,770

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

      

当期変動額合計 － － － 526,770 526,770 526,770

当期末残高 1,550,000 413,280 413,280 701,589 701,589 2,664,870

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

   

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

   

当期首残高 △1,192 △1,192 2,136,906    

当期変動額       

当期純利益   526,770    

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

9,689 9,689 9,689    

当期変動額合計 9,689 9,689 536,460    

当期末残高 8,496 8,496 2,673,366    
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当事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

 

 （単位：千円）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

当期首残高 1,550,000 413,280 413,280 701,589 701,589 2,664,870

当期変動額       

当期純利益    814,068 814,068 814,068

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

      

当期変動額合計 － － － 814,068 814,068 814,068

当期末残高 1,550,000 413,280 413,280 1,515,658 1,515,658 3,478,938

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

   

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

   

当期首残高 8,496 8,496 2,673,366    

当期変動額       

当期純利益   814,068    

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

3,267 3,267 3,267    

当期変動額合計 3,267 3,267 817,335    

当期末残高 11,764 11,764 3,490,702    
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重要な会計方針

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式

　移動平均法による原価法を採用しております。

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法より算定）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　15年

器具備品　　　　　3～20年

(2）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。

４．引当金の計上基準

(1）賞与引当金

　従業員賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

(2）役員賞与引当金

　役員賞与の支給に充てるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における要支給額を計上しております。

　退職給付債務の計算に当たっては、「退職給付会計に関する関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第25号）に定める簡便法によっております。

５．消費税等の会計処理方法

　税抜方式を採用しております。

 

追加情報

（子会社の解散及び清算）

　当社は、平成２６年２月２５日開催の取締役会において、米国の１００％子会社であるTACT ASSET

MANAGEMENT INC.を解散することを決議し、翌事業年度中の清算手続完了を予定しております。当該解

散により翌事業年度に特別利益として約１億円の計上を見込んでおります。なお、当該解散に伴う営業

活動等への重要な影響はありません。
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注記事項

（貸借対照表関係）

＊１．有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。

  前事業年度
（平成25年３月31日）

当事業年度
（平成26年３月31日）

 建物 46,691千円 56,120千円

 器具備品 60,361 42,124

 

（損益計算書関係）

＊１．固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

  前事業年度
（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

当事業年度
（自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日）

 器具備品 －千円 325千円
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（株主資本等変動計算書関係）

 

前事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

 

１．発行済株式に関する事項

株式の種類
当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

普通株式 24,085株 －株 －株 24,085株

 

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４．剰余金の配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当事項はありません。

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。

 

当事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

 

１．発行済株式に関する事項

株式の種類
当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

普通株式 24,085株 －株 －株 24,085株

 

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４．剰余金の配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当事項はありません。

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の
種類

配当金の
総額

配当の原資
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成26年６月25日
定時株主総会

普通株式 407,036千円 利益剰余金 16,900円 平成26年３月31日平成26年６月26日
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社では、主として短期的な預金及び一部の有価証券によって運用しており、経営として許容で

きる範囲内にリスクを制御するよう、適切に資産運用を行っております。

(2）金融商品の内容及びそのリスク

　投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評

価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒

されております。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

　当社では、短期的な預金について、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

　価格変動リスクについては、四半期ごとに時価の状況等を把握し、当該状況については資産運用

管理規程に従い、経理担当部が取締役会等へ報告し、適切に管理を行っております。

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前

提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握

することが極めて困難と認められるものは含めておりません（注２．参照）。

 

前事業年度（平成25年３月31日）

   （単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1）現金・預金 2,104,567 2,104,567 －

(2）投資有価証券    

その他有価証券 24,036 24,036 －

資産計 2,128,604 2,128,604 －

 

当事業年度（平成26年３月31日）

   （単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1）現金・預金 3,179,267 3,179,267 －

(2）投資有価証券    

その他有価証券 48,854 48,854 －

資産計 3,228,121 3,228,121 －

 

注１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項

資　産

(1）現金・預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。
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(2）投資有価証券

時価については、公表されている基準価額または取引金融機関等から提示された基準価額に

よっております。

 

注２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

  （単位：千円）

区分
前事業年度

（平成25年３月31日）
当事業年度

（平成26年３月31日）

非上場株式 15,750 15,750

関係会社株式 41,085 41,085

　非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、

「(2）投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。

　また、関係会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか

ら、時価開示の対象としておりません。

 

注３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

 

前事業年度（平成25年３月31日）

    （単位：千円）

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

(1）預金 2,104,172 － － －

(2）投資有価証券     

その他有価証券のう
ち満期があるもの     

株式 － － － －

債券 － － － －

その他 － － － 20,972

合計 2,104,172 － － 20,972

 

当事業年度（平成26年３月31日）

    （単位：千円）

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

(1）預金 3,179,166 － － －

(2）投資有価証券     

その他有価証券のう
ち満期があるもの     

株式 － － － －

債券 － － － －

その他 29,028 19,825 － －

合計 3,208,194 19,825 － －
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注４．社債、新株予約権付社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額

該当事項はありません。

 

（有価証券関係）

１．売買目的有価証券

該当事項はありません。

 

２．満期保有目的の債券

該当事項はありません。

 

３．子会社株式及び関連会社株式

　子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式　41,085千円、前事業

年度の貸借対照表計上額は子会社株式　41,085千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極

めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

４．その他有価証券で時価のあるもの

前事業年度（平成25年３月31日）

    （単位：千円）

 種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 24,036 10,835 13,201

小　計 24,036 10,835 13,201

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小　計 － － －

合計 24,036 10,835 13,201
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当事業年度（平成26年３月31日）

    （単位：千円）

 種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 39,282 20,985 18,297

小　計 39,282 20,985 18,297

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 9,572 9,590 △　18

小　計 9,572 9,590 △　18

合計 48,854 30,575 18,278

 

５．売却したその他有価証券

前事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

   （単位：千円）

種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 1,503 503 －

合計 1,503 503 －

 

当事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

   （単位：千円）

種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 98 － 1

合計 98 － 1
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（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

前事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を採用しております。

 

２．退職給付債務に関する事項

 
前事業年度

（平成25年３月31日）
 

 退職給付債務（千円） 49,692  

 退職給付引当金（千円） 49,692  

 

３．退職給付費用に関する事項

 
前事業年度

（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

 

 勤務費用等（千円） 34,499  

 退職給付費用（千円） 34,499  

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

該当事項はありません。

 

５．当社は、退職給付債務及び退職給付費用の算定方法として簡便法を採用しております。

 

当事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要（出向受入者に対する出向元への退職金負担額を除く。）

当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用してお

ります。

退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた

一時金を支給しております。

なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して

おります。

 

２．簡便法を適用した確定給付制度

(1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

 退職給付引当金の期首残高 49,692 千円

 退職給付費用 13,106  

 退職給付の支払額 2,895  

 退職給付引当金の期末残高 59,903  
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(2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

 非積立型制度の退職給付債務 59,903 千円

 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 59,903  

    

 退職給付引当金 59,903  

 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 59,903  

 

(3）退職給付に係る負債

 簡便法で計算した退職給付費用 13,106 千円

 

３．確定拠出制度

　当社の確定拠出制度への要拠出額は、9,867千円でありました。

 

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

  前事業年度
（平成25年３月31日）

当事業年度
（平成26年３月31日）

 繰延税金資産   

 ソフトウェア損金算入限度超過額 85,208千円 96,962千円

 退職給付引当金 17,721 21,349

 未払費用否認 19,883 19,566

 未払事業税 5,674 19,448

 賞与引当金 17,422 16,824

 繰越欠損金 163,192 －

 その他 4,713 4,603

 繰延税金資産小計 313,818 178,755

 評価性引当額 △187,913 △2,815

 繰延税金資産合計 125,904 175,940

    

 繰延税金負債   

 その他有価証券差額金 △4,705 △6,514

 固定資産除去価額 △1,447 △1,181

 繰延税金負債合計 △6,152 △7,695

 繰延税金資産の純額 119,751 168,244

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異

の原因となった主要な項目別の内訳

  前事業年度
（平成25年３月31日）

当事業年度
（平成26年３月31日）

 法定実効税率 38.0％ 38.0％

 （調整）   

 
交際費等永久に損金に算入されな
い項目

1.4 0.8

 住民税均等割 0.5 0.2

 税務上の繰越欠損金の利用 △37.3 △16.4

 評価性引当額の増減 △19.8 △1.8

 
税率変更による期末繰延税金資産
の減額修正

－ 0.7

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 △17.2 21.5

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成２６年法律第１０号）が平成２６年３月３１日に公布

され、平成２６年４月１日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりまし

た。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成２６年４月

１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0％から35.6％になりま

す。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は7,038千円減

少し、法人税等調整額が同額増加しております。
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（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

１．当該資産除去債務の概要

本社事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

　使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.7％～1.8％を使用して資産除去債務の金額を計

算しております。

３．当該資産除去債務の総額の増減

  前事業年度
（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

当事業年度
（自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日）

 期首残高 7,361千円 7,492千円

 時の経過による調整額 130 133

 期末残高 7,492 7,625

 

（セグメント情報等）

セグメント情報

　当社は、投資運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

関連情報

前事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）営業収益

　本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えているため、記載を省略して

おります。

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えている

ため、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

  （単位：千円）

顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名

株式会社損害保険ジャパン 562,583 －

日本興亜損害保険株式会社 424,906 －

ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社 198,960 －
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当事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）営業収益

　本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えているため、記載を省略して

おります。

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えている

ため、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

  （単位：千円）

顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント名

株式会社損害保険ジャパン 453,804 －

日本興亜損害保険株式会社 253,819 －

ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社 179,208 －
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（関連当事者情報）

１．関連当事者との取引

(1）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

記載すべき重要な取引はありません。

 

(2）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

記載すべき重要な取引はありません。

 

(3）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会

社等

前事業年度（自　平成24年４月１日　至　平成25年３月31日）

種類 会社等の名称 所在地
資本金
（千円）

事業の内容

議決権等
の所有

（被所有）
割合

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

同一の
親会社を
持つ会社

株式会社損害
保険ジャパン

東京都
新宿区

70,000,000 損害保険業 －
投資顧問契約に基づく
資産運用の一任及び助
言（注１）

運用受託報
酬の受取り

546,341
未収運
用受託
報酬

1,739

同一の
親会社を
持つ会社

日本興亜損害
保険株式会社

東京都
千代田区

91,249,175 損害保険業 －
投資顧問契約に基づく
資産運用の一任及び助
言（注１）

運用受託報
酬の受取り

424,906
未収運
用受託
報酬

40,201

同一の
親会社を
持つ会社

ＮＫＳＪひま
わり生命保険
株式会社

東京都
新宿区

17,250,000 生命保険業 －
投資顧問契約に基づく
資産運用の一任（注
１）

運用受託報
酬の受取り

198,960
未収運
用受託
報酬

107,248

注１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

（注１）運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。

 

当事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

種類 会社等の名称 所在地
資本金
（千円）

事業の内容

議決権等
の所有

（被所有）
割合

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

同一の
親会社を
持つ会社

ＮＫＳＪひま
わり生命保険
株式会社

東京都
新宿区

17,250,000 生命保険業 －
投資顧問契約に基づく
資産運用の一任（注
１）

運用受託報
酬の受取り

179,208
未収運
用受託
報酬

95,172

同一の
親会社を
持つ会社

損保ジャパン
ＤＣ証券
株式会社

東京都
新宿区

3,000,000
確定拠出
年金業

－
投資信託に係る事務代
行の委託等（注２）

投資信託代
行手数料の
支払い

331,709
未払手
数料

75,919

注１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

（注１）運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。

（注２）代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。

 

(4）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等との取引はありません。
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２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1）親会社情報

ＮＫＳＪホールディングス株式会社（東京証券取引所・大阪証券取引所に上場）

 

(2）重要な関連会社の要約財務情報

関連会社はありません。

 

（１株当たり情報）

 
前事業年度

（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

当事業年度
（自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日）

１株当たり純資産額 110,997.16円 144,932.64円

1株当たり当期純利益金額 21,871.32円 33,799.80円

 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日）

当事業年度
（自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日）

当期純利益（千円） 526,770 814,068

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 526,770 814,068

期中平均株式数（株） 24,085 24,085

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

56/74



中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

  
第30期中間会計期間

（平成26年９月30日）
 

区分
注記
番号

金額（千円）  

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

1 現金・預金   2,914,231   

2 前払費用   100,257   

3 未収委託者報酬   829,535   

4 未収運用受託報酬   612,847   

5 未収収益   87   

6 繰延税金資産   65,859   

7 その他   1,674   

流動資産合計   4,524,493   

Ⅱ　固定資産      

1 有形固定資産 ※１  64,055   

2 無形固定資産   4,535   

3 投資その他の資産      

(1）長期差入保証金   193,955   

(2）繰延税金資産   121,079   

(3）その他   76,692   

投資その他の資産合計   391,728   

固定資産合計   460,318   

　資産合計   4,984,812   
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第30期中間会計期間
（平成26年９月30日）

 

区分
注記
番号

金額（千円）  

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

1 預り金   5,609   

2 未払金      

(1）未払手数料   363,238   

(2）その他未払金   103,980   

未払金合計   467,219   

3 未払費用   384,233   

4 未払法人税等   293,597   

5 前受収益   57,382   

6 賞与引当金   45,917   

7 役員賞与引当金   4,800   

8 その他 ※２  108,368   

流動負債合計   1,367,128   

Ⅱ　固定負債      

1 退職給付引当金   60,563   

2 資産除去債務   7,693   

固定負債合計   68,256   

負債合計   1,435,384   
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第30期中間会計期間

（平成26年９月30日）
 

区分
注記
番号

金額（千円）  

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

1 資本金   1,550,000   

2 資本剰余金      

(1）資本準備金   413,280   

資本剰余金合計   413,280   

3 利益剰余金      

(1）その他利益剰余金      

繰越利益剰余金   1,586,002   

利益剰余金合計   1,586,002   

株主資本合計   3,549,282   

Ⅱ　評価・換算差額等      

1 その他有価証券評価差額金   144   

評価・換算差額等合計   144   

純資産合計   3,549,427   

負債・純資産合計   4,984,812   
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(2) 中間損益計算書

  
第30期中間会計期間

（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

 

区分
注記
番号

金額（千円）  

Ⅰ　営業収益      

1 委託者報酬  3,063,908    

2 運用受託報酬  1,198,344 4,262,252   

Ⅱ　営業費用      

1 支払手数料  1,530,387    

2 広告宣伝費  8,797    

3 公告費  200    

4 調査費  903,571    

(1）調査費  278,716    

(2）委託調査費  623,252    

(3）図書費  1,602    

5 営業雑経費  104,686    

(1）通信費  11,473    

(2）印刷費  83,756    

(3）諸会費  9,456 2,547,642   

Ⅲ　一般管理費      

1 給料  612,196    

(1）役員報酬  57,478    

(2）給料・手当  517,519    

(3）賞与  37,198    

2 福利厚生費  54,256    

3 交際費  3,025    

4 旅費交通費  17,726    

5 法人事業税  8,414    

6 租税公課  5,728    

7 不動産賃借料  120,004    

8 退職給付費用  17,550    

9 賞与引当金繰入  45,917    

10 役員賞与引当金繰入  4,800    

11 固定資産減価償却費 ※１ 6,761    

12 諸経費  91,178 987,560   

営業利益   727,049   
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第30期中間会計期間

（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

 

区分
注記
番号

金額（千円）  

Ⅳ　営業外収益      

1 受取配当金  1,358    

2 受取利息  218    

3 有価証券償還益  18,193    

4 為替差益  1,055    

5 雑益  2,890 23,716   

Ⅴ　営業外費用      

1 有価証券売却損  30    

2 雑損  172 203   

経常利益   750,562   

税引前中間純利益   750,562   

法人税、住民税及び事業税   285,442   

法人税等調整額   △ 12,260   

中間純利益   477,380   
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(3) 中間株主資本等変動計算書

第30期中間会計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

 

（単位：千円）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本

合計資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益

剰余金 利益剰余金

合計繰越利益

剰余金

当期首残高 1,550,000 413,280 413,280 1,515,658 1,515,658 3,478,938

当中間期変動額       

剰余金の配当    △ 407,036 △ 407,036 △ 407,036

中間純利益    477,380 477,380 477,380

株主資本以外の項目の当

中間期変動額（純額）
      

当中間期変動額合計 － － － 70,344 70,344 70,344

当中間期末残高 1,550,000 413,280 413,280 1,586,002 1,586,002 3,549,282

 

 

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券

評価差額金

評価・換算差

額等合計

当期首残高 11,764 11,764 3,490,702

当中間期変動額    

剰余金の配当   △ 407,036

中間純利益   477,380

株主資本以外の項目の当

中間期変動額（純額）
△ 11,619 △ 11,619 △ 11,619

当中間期変動額合計 △ 11,619 △ 11,619 58,724

当中間期末残高 144 144 3,549,427
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重要な会計方針

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式

　移動平均法による原価法によっております。

(2）その他有価証券

時価のあるもの

　中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）によっております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法によっております。

 

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　15年

器具備品　　　　　　　３～20年

(2）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 

３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。

 

４．引当金の計上基準

(1）賞与引当金

　従業員賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しておりま

す。

(2）役員賞与引当金

　役員賞与の支給に充てるため、当事業年度における支給見込額の当中間会計期間負担額を計上

しております。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における要支給額を計上しております。

　退職給付債務の計算に当たっては、「退職給付会計に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第２５号）に定める簡便法によっております。

 

５．消費税等の会計処理方法

　税抜方式を採用しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

 
第30期中間会計期間
（平成26年９月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 105,005千円

※２　消費税等の取扱い 　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、

流動負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。

 

（中間損益計算書関係）

 
第30期中間会計期間

（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

※１　減価償却実施額  

有形固定資産 6,761千円

 

（中間株主資本等変動計算書関係）

　第30期中間会計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首
株式数（株）

当中間会計期間
増加株式数（株）

当中間会計期間
減少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 24,085 － － 24,085

合計 24,085 － － 24,085

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成26年６月25日

定時株主総会
普通株式 407,036 16,900 平成26年３月31日 平成26年６月26日

 

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後

となるもの

　　該当事項はありません。
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（金融商品関係）

　第30期中間会計期間（平成26年９月30日）

金融商品の時価等に関する事項

　平成26年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含めておりません（注

２．参照）。

   （単位：千円）

 中間貸借対照表計上額 時　価 差　額

(1）現金・預金 2,914,231 2,914,231 －

(2）投資有価証券    

その他有価証券 19,828 19,828 －

資産計 2,934,059 2,934,059 －

注１．金融商品の時価の算定方法

資　産

(1）現金・預金

　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

(2）投資有価証券

　時価については、公表されている基準価額によっております。

 

注２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

 （単位：千円）

区分 中間貸借対照表計上額

非上場株式 15,750

関係会社株式 41,085

　非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(2）投

資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。

　また、関係会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、

時価開示の対象としておりません。
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（有価証券関係）

　第30期中間会計期間（平成26年９月30日）

１．満期保有目的の債券

　該当事項はありません。

２．子会社株式及び関連会社株式

　子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　子会社株式41,085千円）は、市場価格

がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

３．その他有価証券

    （単位：千円）

 種　　類
中間貸借対照表

計上額
取得原価 差　額

中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 10,565 10,186 378

小　計 10,565 10,186 378

中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 9,263 9,417 △ 154

小　計 9,263 9,417 △ 154

合計 19,828 19,603 224

 

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。
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（資産除去債務関係）

　第30期中間会計期間（平成26年９月30日）

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

 期首残高 7,625千円

 時の経過による調整額 68

 中間期末残高 7,693

 

（セグメント情報等）

セグメント情報

第30期中間会計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

　当社は、投資運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

関連情報

第30期中間会計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超

えるため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）営業収益

　本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えているため、記載を

省略しております。

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超

えているため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の氏名又は名称 営業収益 関連するセグメント名

損害保険ジャパン日本興亜株式会社（注１） 317,691 －

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社（注２） 93,015 －

注１．損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、平成26年９月１日に株式会社損害保険ジャパンと日本

興亜損害保険株式会社が合併し商号を損害保険ジャパン日本興亜株式会社に変更しております。

２．ＮＫＳＪひまわり生命保険株式会社は、平成26年９月１日に商号を損保ジャパン日本興亜ひま

わり生命保険株式会社に変更しております。
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（１株当たり情報）

 
第30期中間会計期間

（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

１株当たり純資産額 147,370.86円

１株当たり中間純利益金額 19,820.65円

 　なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金

額については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

（注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
第30期中間会計期間

（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

中間純利益（千円） 477,380

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る中間純利益（千円） 477,380

普通株式の期中平均株式数（株） 24,085

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

以下の記載内容に更新・訂正いたします。

 

＜更新・訂正後＞

 

(１)受託会社

①　名称

　みずほ信託銀行株式会社（再信託受託会社：資産管理サービス信託銀行株式会社）

 

②　資本金の額

　247,369百万円（平成26年９月末現在）

 

③　事業の内容

　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律（兼営

法）に基づき信託業務を営んでいます。

 

＜再信託受託会社の概要＞

名称　　　　　　：資産管理サービス信託銀行株式会社

資本金の額　　　：50,000百万円（平成26年９月末現在）

事業の内容　　　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に

関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的　　：原信託契約に係る信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会

社から再信託受託会社（資産管理サービス信託銀行株式会社）へ委託

するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的

とします。

 

(２)販売会社

 （単位：百万円、平成26年９月末現在）

名　称 資本金の額 事業の内容

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000

「金融商品取引法」に定める第一種金

融商品取引業を営んでいます。

エース証券株式会社 8,831

株式会社ＳＢＩ証券 47,937

岡三にいがた証券株式会社 852

カブドットコム証券株式会社 7,196

損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券株式

会社
3,000

みずほ証券株式会社 125,167

楽天証券株式会社 7,495

株式会社みずほ銀行 1,404,065
銀行法に基づき銀行業を営んでいま

す。

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 70,000
保険業法に基づき損害保険業を営んで

います。

 

(３)投資顧問会社
＊

ａ．TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY

資本金の額　25千ドル（平成25年12月末現在）

EDINET提出書類

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

69/74



（2,634千円、１ドル=105.39円換算）

 

事業の内容

米国において有価証券等に係る投資顧問業務及び投資信託委託業務を行っています。

ｂ．ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社

資本金の額　2,000百万円（平成26年９月末現在）

事業の内容

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託

の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投

資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っていま

す。

 

＊平成27年４月14日以降は、「(３)投資顧問会社」を以下のとおりに変更する予定です。詳しく

は、第一部 証券情報（１２）その他をご参照ください。

TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY

資本金の額　25千ドル（平成25年12月末現在）

（2,634千円、１ドル=105.39円換算）

 

事業の内容

米国において有価証券等に係る投資顧問業務及び投資信託委託業務を行っています。

 

２【関係業務の概要】

＜訂正前＞

（略）

(３) 投資顧問会社

ａ．TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY

委託会社との投資一任契約に基づき、「損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファン

ド」に関して、外国株式の運用の指図に関する権限の委託を受けて投資判断、発注等を行

います。

ｂ．ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社

委託会社との投資一任契約に基づき、「損保ジャパン－ＤＩＡＭ日本株アクティブ・マ

ザーファンド」に関して、日本株式の運用の指図に関する権限の委託を受けて投資判断、

発注等を行います。

＜訂正後＞

（略）

(３) 投資顧問会社
＊

ａ．TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY

委託会社との投資一任契約に基づき、「損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファン

ド」に関して、外国株式の運用の指図に関する権限の委託を受けて投資判断、発注等を行

います。

ｂ．ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社

委託会社との投資一任契約に基づき、「損保ジャパン－ＤＩＡＭ日本株アクティブ・マ

ザーファンド」に関して、日本株式の運用の指図に関する権限の委託を受けて投資判断、

発注等を行います。

 

＊平成27年４月14日以降は、「(３) 投資顧問会社」を以下のとおりに変更する予定です。詳しく

は、第一部 証券情報（１２）その他をご参照ください。
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TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY

委託会社との投資一任契約に基づき、「損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式マザーファンド」に

関して、外国株式の運用の指図に関する権限の委託を受けて投資判断、発注等を行います。
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独立監査人の監査報告書
 

  平成２６年６月４日

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社  

 取締役会　御中   

 

 新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 
 
公認会計士 大　村　真　敏　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 
 
公認会計士 羽　柴　則　央　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の平成２５年
４月１日から平成２６年３月３１日までの第２９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
 
財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
監査意見
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の平成２６年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　　上
 
（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別

途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

 

次へ
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独立監査人の中間監査報告書
 

  平成２６年１１月２５日

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社  

 取締役会　御中   

 

 新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 
 
公認会計士 大　村　真　敏　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 
 
公認会計士 羽　柴　則　央　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

社等の経理状況」に掲げられている損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の平成２６年

４月１日から平成２７年３月３１日までの第３０期事業年度の中間会計期間（平成２６年４月１日から

平成２６年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間

株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中

間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示

のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び

運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査

の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中

間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの

合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施すること

を求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比

べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断によ

り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中

心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制

の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状

況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する

内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者

によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。
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中間監査意見

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の平成２６年９月３０日現

在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成２６年４月１日から平成２６年９月３０日

まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　　上

 

（注）１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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